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第１章 実績に関する評価の位置付け 

 

１ 医療費適正化計画の趣旨 

 

我が国は、国民皆保険の下、誰もが安心して医療を受けることができる医療保険制

度を実現してきましたが、現在、他国に類を見ないスピードで少子高齢化が進んでお

り、2025（平成 37）年には、いわゆる「団塊の世代※1」が全て７５歳以上（後期高齢

者※2）となる超高齢社会を迎えます。 

こうした中、国民皆保険制度を堅持するためには、県民の生活の質の維持及び 向

上を確保しつつ、今後、医療費が過度に増大しないようにしていくとともに、良質か

つ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図っていく必要があります。     

そのための仕組みとして高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57年法律第 80号。

以下「法」という。）により、医療費適正化を推進するための計画を各都道府県で定

めることとされており、平成２５年度から平成２９年度までの５年間を計画期間とし

て、平成２５年３月に大分県医療費適正化計画（第二期）（以下「第二期計画」とい

う。）を策定しました。 

 

２ 実績に関する評価の目的 

 

第二期計画では、計画の実効性を高めるため、計画作成（Plan）、実施（Do）、点検・

評価（Check）、及び見直し・改善（Action）の一連の循環により進行管理を行ってい

くこととしています。 

また、法により、都道府県は、計画期間の終了の翌年度に目標の達成状況及び施策

の実施状況の調査及び分析を行い、計画の実績に関する評価（以下「実績評価」とい

う。）を行うものとされています。 

今回、第二期計画の計画期間が平成２９年度で終了したことから、平成２５年度か

ら平成２９年度までの実績評価を行うものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
※1 団塊の世代 昭和 22 年～24 年生まれ。第１次ベビーブーム世代とも呼ばれる。 

※2 後期高齢者 75 歳以上の高齢者をいう。75 歳以上になると複数の疾病を発症しやすくなるとされて

いる。なお、65 歳から 74 歳までの高齢者を前期高齢者という。 
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第２章 医療費の動向 

 

１ 全国の医療費について 

 

平成２９年度の国民医療費（実績見込み）は４３.１兆円となっており、前年度に

比べ２.３％の増加となっています。 

国民医療費の過去１０年間の推移を振り返ると、年度ごとにばらつきはあるものの、

毎年度２～３％程度ずつ伸びる傾向にあり、平成２１年度以降、国内総生産（ＧＤＰ）

に対する国民医療費の比率は７％、国民所得に対する比率は１０％を超えて推移して

います。 

また、後期高齢者の医療費は、後期高齢者医療制度が開始された平成２０年度以降

伸び続けており、平成２９年度（実績見込み）は１６.１兆円と、全体の３７.３％を

占めています。（図１） 

 

 

図１ 国民医療費の動向 
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後期高齢者（老人）医療費 （兆円）
※ （ ）内は後期高齢者（老人）医療費の国民医療費に占める割合

国民医療費の対国民所得比

国 民 医 療 費 （兆円）

（兆円）

（年度）

＜対前年度伸び率＞

医療費の動向

（％）

（診療報酬改定） 0.2% ▲2.7% ▲1.0% ▲3.16% ▲0.82% 0.19% 0.004% 0.10% ▲1.33%
（主な制度改正） ・介護保険制度施行

・高齢者１割負担導入

（2000）

・高齢者１割
負担徹底
（2002）

・被用者本人
３割負担等
（2003）

・現役並み
所得高齢者
３割負担等
（2006）

・未就学児
２割負担
（2008）

・70-74歳
２割負担 (※)
（2014）

国民医療費の対GDP比

老人医療の対象年齢の引上げ
70歳以上 → 75歳以上

（～H 14.9） （H 19.10～）

（実績見込み）

注１ 国民所得及びGDPは内閣府発表の国民経済計算による。

注２ 2017年度の国民医療費（及び後期高齢者医療費。以下同じ。）は実績見込みである。2017年度分は、2016年度の国民医療費に2017年度の概算医療費の伸び率（上表の斜字体）を乗じることによって推計している。

（※）70-74歳の者の一部負担金割合の予算凍結措置解除（1割→2割）。2014年4月以降新たに70歳に達した者から2割とし、同年3月までに70歳に達した者は1割に据え置く。

1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(S60) (H2) (H7) (H12) (H13) (H14) (H15) (H16) (H17) (H18) (H19) (H20) (H21) (H22) (H23) (H24) (H25) (H26) (H27) (H28) (H29)

国民医療費 6.1 4.5 4.5 ▲1.8 3.2 ▲0.5 1.9 1.8 3.2 ▲0.0 3.0 2.0 3.4 3.9 3.1 1.6 2.2 1.9 3.8 ▲0.5 2.3

後期高齢者（老人）医療費 12.7 6.6 9.3 ▲5.1 4.1 0.6 ▲0.7 ▲0.7 0.6 ▲3.3 0.1 1.2 5.2 5.9 4.5 3 3.6 2.1 4.4 1.6 4.4

国民所得 7.2 8.1 2.7 2.4 ▲3.0 ▲0.4 1.4 1.3 1.2 1.3 ▲0.0 ▲7.2 ▲2.9 2.4 ▲1.0 0.4 4.0 1.3 2.9 0.4 －

GDP 7.2 8.6 2.7 1.2 ▲1.8 ▲0.8 0.6 0.6 0.9 0.6 0.4 ▲4.1 ▲3.4 1.5 ▲1.1 0.1 2.6 2.2 3.0 1.0 －

出典：厚生労働省資料  
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平成２４年度から平成２８年度までの一人当たり国民医療費の推移を年齢階級別

に見ると、全ての階級で増加傾向にあり、平成２８年度は全体で３３２.０千円とな

っています。 

平成２８年度の一人当たり国民医療費を見ると、６４歳以下では１８３.９千円で

あるのに対し、６５歳以上で７２７.３千円、７５歳以上で９０９.６千円となって

おり、約４倍～５倍の開きとなっています。（表１） 

また、国民医療費の年齢階級別構成割合は、６４歳以下で４０.３％、６５歳以上

で５９.７％、７０歳以上で４７.８％、７５歳以上で３６.５％となっており、国民

医療費に占める６４歳以下の割合は毎年度減少している一方、高齢者、特に後期高

齢者の割合は毎年度増加しています。（表２） 

 

表１ 一人当たり国民医療費の推移（年齢階級別、平成 24 年度～平成 28 年度） 

 全体 ～64 歳 65 歳～ 70 歳～（再掲） 75 歳～（再掲） 

平成 24年度（千円） 307.5 177.1 717.2 804.6 892.1 

平成 25年度（千円） 314.7 177.7 724.5 815.8 903.3 

平成 26年度（千円） 321.1 179.6 724.4 816.8 907.3 

平成 27年度（千円） 333.3 184.9 741.9 840.0 929.0 

平成 28年度（千円） 332.0 183.9 727.3 828.2 909.6 

出典：国民医療費 

 

  表２ 国民医療費の年齢別割合（平成 24 年度～平成 28 年度） 

 ～64 歳 65 歳～69 歳 70 歳～74 歳 75 歳～ 

平成 24 年度 43.7% 9.9% 11.8% 34.6% 

平成 25 年度 42.3%  10.5%  12.0%  35.2%  

平成 26 年度 41.4%  10.9%  12.3%  35.4%  

平成 27 年度 40.7%  11.5%  12.0%  35.8%  

平成 28 年度 40.3%  11.9%  11.3%  36.5%  
出典：国民医療費  
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２ 本県の医療費について 

 

平成２９年度の本県の県民医療費（実績見込み）は４,６３５億円となっており、

前年度に比べ１.７３％の増加となっています。 

県民医療費の過去１０年間の推移を振り返ると、平成２７年度の抗がん剤やＣ型

肝炎治療薬などの高額薬の保険適用による大幅な伸びと、平成２８年度に高額薬の公

定価格が大幅に引き下げられたことによる減少を除くと、年度ごとにばらつきはある

ものの、毎年度１％程度伸びる傾向にあります。 

また、後期高齢者の医療費は、後期高齢者医療制度が開始された平成２０年度以

降伸び続けており、平成２９年度（実績見込み）は１,９３５億円と、全体の４１.

７％を占めています。県人口に占める７５歳以上人口の割合は年々増加しており、

今後も後期高齢者の医療費は増加傾向が続くと予想されます。（図２） 

 

図２ 本県の県民医療費の動向 
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県統計調査課「毎月流動人口調査」（毎年１０月１日現在）
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H23,H26,H27,H28は国民医療費、H24,H25,H29は厚生労働省推計
老人医療・後期高齢者医療事業状況報告（年報）
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出典：大分県国保医療課資料 
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また、平成２６年度から平成２８年度までの本県の一人当たり県民医療費も増加傾

向にあり、平成２８年度は３９２.８千円となっています。（表３） 

これは、全国平均３３２.０千円を６万円以上上回っており、全国６番目の高さと

なっています。（図３） 

 

表３ 本県の一人当たり県民医療費の推移（平成 26 年度～平成 28 年度） 

 全体（千円） 

平成 26 年度 382.3 

平成 27 年度 396.2 

平成 28 年度 392.8 

出典：国民医療費 

 

図３ 本県の一人当たり県民医療費（平成 28 年度） 

 

出典：国民医療費 
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第３章 目標・施策の進捗状況等 

 

１ 県民の健康保持の推進に関する目標及び施策の進捗状況 

  

（１）特定健康診査 

① 特定健康診査の実施率 

特定健康診査（以下、特定健診と示す。）については、国は平成２９年度まで

に、対象者である４０歳から７４歳までの７０％以上が、特定健診を受診するこ

とを目標として定め、第二期計画では、国と同様に、平成２９年度までに７０％

以上が特定健診を受診することを目標として定めました。 

本県の特定健診の受診の状況は、平成２８年度実績で、対象者数４９７,４９

０人に対し受診者は２６８,８４１人であり、実施率は５４.０％となっています。

全国平均５１.４％を２.６ポイント上回り全国１２番目の実施率となっていま

すが（図４）、目標とは依然開きがあり、目標の達成は見込めないものの、第二

期計画期間において、実施率は着実に上昇しました。（表４） 

 

表４ 特定健診の実施状況 

 対象者数 受診者数 特定健診実施率 

平成 24 年度 481,109 231,183 48.1% 

平成 25 年度  494,169 238,969 48.4% 

平成 26 年度 497,462 251,787 50.6% 

平成 27 年度 497,130 258,714 52.0% 

平成 28 年度 497,490 268,841 54.0% 

 出典：レセプト情報・特定健診等情報データ 

図４ 平成 28 年度都道府県別特定健診の実施率 

 

出典：レセプト情報・特定健診等情報データ 
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保険者の種類別では、いずれの保険者も、平成２８年度は平成２４年度に比べ

て、実施率が上昇しています。（表５） 

しかしながら、健保組合・共済組合等は実施率が高く、第二期計画の目標を達

成しているものの、市町村国保、協会けんぽは実施率が低く、目標を達成できて

いないという二極構造となっています。 

 

表５ 特定健診の実施状況（保険者の種類別） 

  市町村国保 協会けんぽ 健保組合・共済組合等 

平成 24 年度 40.6% 46.4% 63.6% 

平成 25 年度 39.9% 43.3% 75.6% 

平成 26 年度 40.4% 47.9% 76.8% 

平成 27 年度 41.7% 49.5% 78.1% 

平成 28 年度 41.1% 55.2% 76.3% 

        出典：レセプト情報・特定健診等情報データ       

注：協会けんぽ、健保組合、共済組合等は被扶養者を含む 

 

全国値において、被用者保険では、被保険者に対する実施率と被扶養者に対す

る実施率に大きな開きが見られます。（表６～８・図５） 

        

表６ 被用者保険の種別ごとの特定健診の実施率（協会けんぽ：全国値） 

 
全体 被保険者 被扶養者 

平成 25 年度 42.6% 51.4% 17.6% 

平成 26 年度 43.4% 51.6% 19.7% 

平成 27 年度 45.6% 53.8% 21.4% 

平成 28 年度 47.4% 55.9% 21.7% 

出典：レセプト情報・特定健診等情報データ 

 

表７ 被用者保険の種別ごとの特定健診の実施率（健保組合：全国値） 

 
全体 被保険者 被扶養者 

平成 25 年度 71.8% 84.0% 44.5% 

平成 26 年度 72.5% 84.6% 45.0% 

平成 27 年度 73.9% 85.2% 47.3% 

平成 28 年度 75.2% 86.7% 47.6% 

出典：レセプト情報・特定健診等情報データ 
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表８ 被用者保険の種別ごとの特定健診の実施率（共済組合：全国値） 

 
全体 被保険者 被扶養者 

平成 25 年度 73.7% 87.4% 38.9% 

平成 26 年度 74.2% 87.8% 39.0% 

平成 27 年度 75.8% 89.1% 40.5% 

平成 28 年度 76.7% 90.0% 40.5% 

出典：レセプト情報・特定健診等情報データ 

 

図５ 被用者保険の種別ごとの特定健診の実施率（全国値） 
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出典：レセプト情報・特定健診等情報データ 
 

また、全国値において、年齢階級別では、４０～５０歳代で５０％台と相対的

に高くなっていますが、６０～７４歳では４０％台と相対的に低くなっています。 

性別では、各年齢階級において、４０～６４歳は男性の方が女性よりも実施率

が高く、６５～７４歳は女性の方が高くなっています。（表９） 

 
表９ 平成 28 年度特定健診の実施状況（性・年齢階級別）（全国値） 

年齢（歳） 40～74 
 ５歳階級別 

40～44 45～49 50～54 55～59 60～64 65～69 70～74 

全体（％） 51.4 56.3 56.5 57.2 55.6 47.9 42.9 43.3 

男性（％） 56.4 63.7 63.8 64.4 62.6 52.5 42.8 42.1 

女性（％） 46.5 48.3 48.7 49.6 48.4 43.5 43.0 44.3 

出典：レセプト情報・特定健診等情報データ                                    
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② 特定健診の実施率向上に向けた取組 

第二期計画では、特定健診の実施率向上を目指した保険者の取組を支援するた

めに、以下の取組を実施することとしました。 

・特定健診について、市町村等における取組やデータ等を収集し、円滑な実施

を支援する。 

・特定健診等の実施率及び質の向上を目指して、地域の疾病状況等の情報や特

定健診・保健指導の実施状況・体制等の情報及び県内外の先進事例の実践報

告等の機会を提供する。 

・市町村が行うがん検診等各種検診や特定健診等の同時実施等に関する情報を

収集し、被用者保険に提供等を行う。 

・被用者保険における特定健診の取組状況を把握し、市町村国保と被用者保険

の情報共有や調整を図る。 

 

これらの取組の実施状況及び実績については、以下のとおりです。 

 

   ＜大分県保険者協議会＞ 

県、県内の保険者、大分県国民健康保険団体連合会で構成する大分県保険者

協議会※3 では、保健事業の効率的・効果的な実施に向けて作業部会を設置し、

普及啓発等の取組を行いました。 

＜大分県＞ 

県では、平成２９年度に特定健診受診率向上研修を１回開催し、実施率向上

を目指した勧奨通知方法を習得する機会を設けるとともに、市町村が実施する

がん検診等各種検診と特定健診の同時実施に関する情報提供、特定健診等のデ

ータ管理を担う大分県国民健康保険団体連合会との連携による各種データの

有効活用や医療費分析実施への助言・支援を行いました。 

さらに、第二期計画にはありませんが、平成２９年度に、県医師会との調整

により、居住する市町村以外の医療機関での特定健診実施に関する集合契約を

行い、市町村国保の被保険者が受診しやすい環境を整備しました。 

＜市町村国保＞ 

市町村国保では、受診率向上に向けて集団健診と個別健診を組み合わせた実

施や各地区の公民館等での集団健診の実施、受診期間の拡大、休日・夜間健診

の実施など受診しやすい体制整備に取り組みました。 

また、特定健診にかかる個人負担の無料化または軽減を図るとともに、がん

検診等、他の検診との同時実施や、未受診者への受診勧奨を行いました。 

 

 

 

 

 

 

                                        
※3 保険者協議会 大分県内の医療保険者が連携・協力し、地域の特徴に応じた保健事業を効果的に推

進することを目的に、高齢者の医療の確保に関する法律第 175 条 2 項に基づき設置

したもの。 
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一部の市町村国保では、平成２７年度から特定健診の対象者全員に、特定健

診受診に係る意向調査を行い、対象者の明確化と対象者の状況に応じた受診勧

奨に努め、事業主健診等の結果の受領※４を開始しました。そして、受診率が

低い４０～５０歳代、受診率の低い地区、連続未受診者等、レセプト情報の分

析により、ターゲットを絞った個別通知、電話、家庭訪問による受診勧奨や特

定健診クーポン券の発行等による実施率向上に努めました。 

さらに、平成２９年度には、全ての市町村国保で特定健診勧奨方法を見直し、

対象者にあわせたより効果的な勧奨通知を開始しました。 

＜被用者保険＞ 

協会けんぽや共済組合では、各種健診の個人負担の軽減、医療機関等で受診

した検査結果の受領を行いました。 

   ＜協会けんぽ＞ 

     協会けんぽ加入者の被扶養者に対して、はがきによる大腸がん検診の受診勧

奨通知を行い、被扶養者が市町村の集団健診会場で受診できるよう、市町村と

連携し、受診率向上に努めました。 

 

③ 特定健診の実施率向上に向けた取組に対する評価・分析 

  大分県保険者協議会を通じ、特定健診等の実施率向上に向け、県、市町村国保、

被用者保険が一体的に取り組みました。 

一部の市町村国保では、特定健診実施前の意向調査により対象者を明確にする

こと、休日・夜間健診を実施すること、働き盛り世代の対象者が受診しやすい環

境を整備することなどに取り組みました。これらの取組により、県全体では受診

率の向上につながりました。 
しかし、市町村国保全体や被用者保険の被扶養者については、対象者への働き

かけが十分に行われず、実施率は低い結果となりました。 

 

④ 特定健診の実施率向上に向けた課題と今後の施策について 

第二期計画では、特定健診の実施率の目標値を７０％以上と定めましたが、平

成２８年度実績の実施率は５４.０％であり、目標の達成は見込めない状況です。

全国平均と比較すると実施率は高い状況ですが、更なる実施率向上を目指し、よ

り一層の取組が必要です。 

特に、市町村国保の被保険者や被用者保険の被扶養者の実施率が低いことから、

これらの者に向けたアプローチが必要です。 

③であげた市町村国保の取組は、実施率が低い保険者にも有効であると考えら

れることから、このような取組も参考にしつつ、各保険者の状況に応じ、効果的

な取組を行っていくことが必要です。 

 

 

 

 

 

                                        
※4 事業者健診結果の受領 

特定健診の受診率には、保険者が実施している特定健診のほか、事業主が行う労働安全衛生法に

基づいた事業者健診（定期健康診断）のデータ提供分も加算される。保険者の求めに基づく健診結

果データの提供は高齢者の医療の確保に関する法律第２７条により、事業者の義務となっている。 
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（２）特定保健指導 

① 特定保健指導の実施率 

特定保健指導については、国は平成２９年度までに、特定保健指導が必要と判

定された対象者の４５％以上が、特定保健指導を終了することを目標として定め、

第二期計画では、国と同様に、平成２９年度までに４５％以上が特定保健指導を

終了することを目標として定めました。 

本県の特定保健指導の実施状況は、平成２８年度実績で、対象者数が４４,６

７４人に対し終了者は１０,８２９人であり、実施率は２４.２％となっています。

（表 10） 

全国平均１８.８％を５.４ポイント上回っており、全国１４番目の実施率とな

りました。（図６） 
 

表 10 特定保健指導の実施状況 

 対象者数 終了者数 特定保健指導実施率 

平成 24 年度 40,184 10,041 25.0% 

平成 25 年度  39,776 10,933 27.5% 

平成 26 年度 41,137 11,386 27.7% 

平成 27 年度 42,235  9,660 22.9% 

平成 28 年度 44,674 10,829 24.2% 

出典：レセプト情報・特定健診等情報データ 

 

図６ 平成 28 年度都道府県別特定保健指導の実施率 

 
         出典：レセプト情報・特定健診等情報データ 
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保険者の種類別でみると、市町村国保及び共済組合では、平成２８年度は平成

２４年度に比べ実施率が高くなっています。一方、国保組合、協会けんぽ、船員

保険、健保組合では、平成２８年度は平成２４年度に比べ実施率が低くなってい

ます。（表 11） 

 
表 11 特定保健指導の実施状況（保険者の種類別） 

  市町村国保 国保組合 協会けんぽ 船員保険 健保組合 共済組合 

平成 24年度 31.8％ 10.4％ 23.9％ 13.2％ 21.7％ 21.5％ 

平成 25年度 33.4％ 7.8％ 30.2％ 16.4％ 17.9％ 26.1％ 

平成 26年度 35.3％ 8.6％ 28.4％ 15.4％ 17.5％ 29.8％ 

平成 27年度 35.5％ 8.1％ 18.8％ 10.3％ 15.5％ 26.6％ 

平成 28年度 37.2％ 6.9％ 19.6％ 11.3％ 17.1％ 33.8％ 

        出典：レセプト情報・特定健診等情報データ 

 

本県の被用者保険では、被保険者に対する実施率と、被扶養者に対する実施率

に大きな開きがみられ、特に、協会けんぽの被扶養者に対する実施率が２.０％

と、特に低くなっています。（表 12） 

 

表 12 被用者保険の種別ごとの平成 28 年度特定保健指導の実施率 

保険者の種類別 全体 被保険者 被扶養者 

協会けんぽ 19.6％ 20.9％ 2.0％ 

健保組合 17.1％ 18.2％ 6.4％ 

共済組合 33.8％ 35.7％ 12.9％ 

        出典：レセプト情報・特定健診等情報データ 

 

年齢階級別では、７０～７４歳が、全体で４１.７％、男性が４３.５％、女性

が３８.８％と、いずれも最も高くなっており、次に、６５～６９歳が、全体で

３２.３％、男性３１.５％、女性３３.８％と高くなっておりなっています。（表

13） 

 
表 13 平成 28 年度特定保健指導の実施状況（性・年齢階級別） 

年齢（歳） 40～74 
 ５歳階級別 

40～44 45～49 50～54 55～59 60～64 65～69 70～74 

全体 24.2% 18.3% 21.7% 23.9% 22.1% 22.9% 32.3% 41.7% 

男性 24.4% 18.6% 22.6% 25.2% 22.8% 23.0% 31.5% 43.5% 

女性 23.8% 17.4% 18.2% 19.8% 19.9% 22.7% 33.8% 38.8% 

  出典：レセプト情報・特定健診等情報データ 

 

② 特定保健指導の実施率向上に向けた取組 

第二期計画では、特定保健指導の実施率向上を目指した保険者の取組を支援す

るために、以下の取組を実施することとしました。 
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・特定保健指導をはじめとする保健事業について、市町村等における取組やデ

ータ等を収集し、円滑な実施を支援する。 

・特定保健指導の質の向上を目指して、地域の疾病状況等の情報や特定保健指

導の実施状況・体制等の情報及び県内外の先進事例の実践報告等の機会を提

供する。 

・被用者保険における特定保健指導の取組状況を把握し、市町村国保と被用者

保険の情報共有や調整を図る。 

 

これらの取組の実施状況及び実績については、以下のとおりです。 

 

＜大分県保険者協議会＞ 

特定保健指導従事者を対象として、平成２４年度は特定保健指導従事者研修

を２回、特定保健指導標準化研修を１回開催し、従事者の資質向上に努めまし

た。また、平成２５年度からは特定保健指導従事者研修を年１回開催しました。 

＜大分県＞ 

特定保健指導をはじめとする保健事業について、市町村等における取組や 

関係データ等を収集し、各保険者が特定保健指導を円滑に実施できるよう支援 

しました。 

また、地域の疾病状況等の情報、保健指導の実施状況・体制等の情報及び県

内外の先進事例の実践報告等を行う研修会を開催しました。 

さらに、被用者保険における特定保健指導の取組状況を把握し、市町村国保

に提供し、情報共有を図りました。 

   ＜市町村国保＞ 

     市町村国保では、特定健診実施直後や特定健診結果説明後の面接・保健指 

導の実施により、対象者への確実な保健指導につなげました。 

また、一部の市町村国保では、特定保健指導実施後の事例検討を開催し、従

事者の資質向上に務めました。    

＜被用者保険＞ 

     協会けんぽ、共済組合では、健診直後や健診結果説明後の保健指導を実施し

ました。 

＜全保険者＞ 

全保険者が、電話や個別通知による勧奨を徹底し、特定保健指導実施率向上 

に取り組みました。 

 

③ 特定保健指導の実施率向上に向けた取組に対する評価・分析 

特定保健指導の実施率向上に向けては、大分県保険者協議会を通じて、各保険 

   者と県が一体となり、特定保健指導従事者の資質向上、県民が保健指導を受けや

すい場の設定、勧奨の徹底等に取り組み、実施率向上を目指しました。その結果、

実施率は、市町村国保と共済組合では、第二期期間中着実に上昇し、協会けんぽ、

船員保険、健保組合も平成２７年度に比べ、平成２８年度は増加していることか

ら、これらの取組は、実施率向上に寄与したと考えます。 

 一方、国保組合は保険者の中で最も実施率が低く、第二期計画期間中、年々実

施率が低下していることから、実施率向上に向けた取組の検討が必要です。 
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④ 特定保健指導の実施率向上に向けた課題と今後の施策について 

第二期計画では、特定保健指導実施率目標値を４５％以上と定めましたが、平

成２８年度の実施率は２４.２％であり、目標の達成は見込めない状況です。 

全国平均と比較すると実施率は高い状況ですが、実施率向上に向け、より一層

の取組が必要です。 

特に、市町村国保、共済組合以外の保険者の被保険者及び被用者保険の被扶養

者の実施率が低い傾向のため、これらの者に向けたアプローチが必要です。 

③であげた保険者の取組は、実施率が低い保険者の取組にも有効であると考え

られることから、このような取組も参考にしつつ、各保険者の状況に応じ、効果

的な取組を推進していくことが必要です。 
 

（３）メタボリックシンドローム該当者及び予備群 

① メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少率 

メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少率について、国は平成２９

年度までに、平成２０年度と比べて２５％以上減少することを目標として定めま

したが、第二期計画では、本県の医療費適正化計画（第一期）期間の進捗状況（平

成２２年度までの減少率１.２％）等を踏まえ、平成２９年度までに、平成２０

年度と比べて１０％以上減少することを目標として定めました。 

本県のメタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少率については、平成

２８年度実績では、平成２０年度と比べ、５.６０％減少しています。（表 14）  

全国平均１.０４％を４.５６％上回っており、全国５番目の減少率となってい

ます。（図７） 

 

表 14 メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少率（平成 20 年度比） 

 メタボリックシンドローム 

該当者及び予備群の減少率（全国人口比） 

平成 24 年度 2.65% 

平成 25 年度 4.22% 

平成 26 年度 7.34% 

平成 27 年度 7.07% 

平成 28 年度 5.60% 

 出典：レセプト情報・特定保健指導等情報データ 
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図７ 平成 28 年度都道府県別 メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少率 

（平成 20 年度比） 
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出典：レセプト情報・特定保健指導等情報データ 

 

なお、特定健診の結果メタボリックシンドローム該当者及び予備群と判断され

た者のうち、生活習慣病に係る薬剤服用者については対象者から除外されるため、

薬剤服用者の増減にも留意する必要があります。 

本県で、薬剤を服用している者のうち、生活習慣病に係る薬剤服用者の割合を

保険者の種類別にみると、市町村国保の割合が高く、メタボリックシンドローム

該当者及び予備群から除外され特定保健指導の対象除外となる者が比較的多い

といえます。（表 15） 

 

表 15 平成 28 年度 薬剤を服用している者の割合 

 市町村 

国保 
国保組合 

協会 

けんぽ 
船員保険 健保組合 共済組合 

高血圧治療に係る

薬剤服用者 
55.1% 37.9% 36.5% 19.8% 32.6% 31.9% 

脂質異常症の治療

に係る薬剤服用者 
28.8% 15.9% 18.8% 12.4% 18.3% 21.4% 

糖尿病治療に係る

薬剤服用者 
14.0% 12.8% 12.4% 7.0% 10.6% 10.7% 

出典：レセプト情報・特定健診等情報データ 

5.60％ 

全国第５位 

全国平均 1.04％ 
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【参考】 

○メタボリックシンドローム該当者と特定保健指導対象者の関係（イメージ図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

○メタボリックシンドローム該当者及び予備群数の減少率の推計方法 

平成20年度メタボリックシンドローム該当者及び予備群推定数※－平成28年度メタボリックシンドローム該当者及び予備群推定数※ 

              平成 20 年度メタボリックシンドローム該当者及び予備群推定数 

        ※  特定健診の実施率の変化による影響及び年齢構成の変化による影響を排除するため、性別・年 

齢階層別（５歳階級）に各年度のメタボリックシンドローム該当者及び予備群の出現割合を算出 

し、平成 29 年住民基本台帳人口（平成 29 年 1 月 1 日）に乗じて算出した推定数。 
 

② メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少率向上の取組 

第二期計画では、メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少率向上 

を目指した保険者の取組を支援するために、以下の取組を実施することとしまし

た。 

・市町村等によるポピュレーションアプローチ※５の推進に向けた支援の実施

として、市町村等関係機関による食生活の改善や運動習慣の定着等、生活習

慣病予防に関する普及啓発活動に対して、情報提供等の支援を積極的に行う。 

・保健所は、二次医療圏域のポピュレーションアプローチに関する調整・推進

の担当として、市町村の生活習慣病等に関する地域診断データの分析・提供、

「第２次生涯健康県おおいた２１」に基づく健康増進事業や地域・職域連携

推進事業を通して、地域が抱える課題の解決に向けた検討・取組を行う。   

 

これらの取組の実施状況及び実績については、以下のとおりです。 

 

＜大分県保険者協議会＞ 

特定保健指導従事者を対象として、メタボリックシンドローム該当者及び予

備群への指導に関する適切な知識・技術の習得と、質の高い保健指導が行える

よう、平成２４年度は特定保健指導従事者研修を２回、特定保健指導標準化研

修を１回開催し、資質向上を図りました。また、平成２５年度からは特定保健

指導従事者研修を年１回開催しました。 

＜大分県＞ 

メタボリックシンドローム該当者及び予備群を対象とする保健事業につい

て、市町村等における取組やデータ等を収集し、円滑な実施を支援しました。 

また、地域の疾病状況等に関する情報やメタボリックシンドローム該当者 

及び予備群への保健指導の実施状況・体制等に関する情報を提供しました。 

さらに、メタボリックシンドローム該当者及び予備群への生活習慣病予防 

                                        
※5 ポピュレーションアプローチ 様々な機会を通じて県民を対象とした健康づくりに関する普及啓発 

計算式＝ 

特定健康診査受診者 

特定保健指導対象者 
薬剤服用者 

メタボリックシンドローム該当者及び予備群者

(26.4%) 
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対策を効果的に推進するため、市町村等関係機関による食生活の改善や運動習

慣の定着等、生活習慣病予防に関する普及啓発活動に対して、県は、ポピュレ

ーションアプローチの取組への助言や支援、先進的な事例等の紹介や食生活の

改善や運動の推進に向けた情報提供等を積極的に行いました。 

また、二次医療圏域ごとに、保健所が市町村の生活習慣病等に関する地域診

断データの分析・提供、「第２次生涯健康県おおいた２１」に基づく健康増進

事業や、地域・職域連携推進事業を通して、地域が抱える課題の解決に向けた

検討・取組を行いました。 

   ＜県・市町村＞ 

メタボリックシンドロームの予防・改善等を目指し、県、市町村国保はリー

フレット・ポケットティッシュ配布等による普及啓発を行いました。 

また、各市町村報・新聞・テレビを活用した普及啓発も行いました。 

さらに、対象者へのインセンティブ付与を目指した取組として、県が開発し

た「健康アプリ歩得（あるとっく）」を活用した取組を、平成２８年度から全

市町村が開始しました。 

 

③ メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少率向上の取組に対する 

評価・分析 

本県のメタボリックシンドローム該当者及び予備群は、平成２４年度から 

平成２８年度まで、毎年度減少となっていることから、これまでの取組は、県

民のメタボリックシンドロームの改善に着実につながっていると考えます。 

このことは、毎年度実施している特定保健指従事者研修や一部の保険者で取

り組んでいる特定保健指導実施に関する検討会等により、メタボリックシンド

ロームの予防や改善の従事者の資質向上が図られたことが寄与しているものと

考えられます。 

今後、より多くの対象者が確実に特定保健指導を受ける体制づくりを進める

ことが課題です。 

 

④ メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少率向上に向けた課題と今

後の施策について 

本県では、第二期計画において、メタボリックシンドローム該当者及び予備群 

の減少率を平成２０年度比で１０％以上とすることを目標と定めましたが、平成

２８年度実績で５.６０％と、目標の達成は見込めない状況です。全国平均より

も高い減少率となりましたが、更なる減少率向上に向け、より一層の取組が必要

です。 

 

（４）たばこ対策 

① たばこ対策の考え方 

喫煙及び「室内又はこれに準ずる環境において他人のたばこの煙を吸わされる

こと」と定義される受動喫煙は、様々な疾病の原因となっています。がん、循環

器疾患等の生活習慣病の発症予防のためには、最大の危険因子の一つである喫煙

による健康被害を回避することが重要です。 

こうした喫煙による健康被害を予防するために、県は未成年者への喫煙防止教

育、喫煙者に対する禁煙支援、受動喫煙防止の３つの柱を設け、たばこの健康
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影響や禁煙についての普及啓発等の取組を行いました。 

なお、本県の喫煙率は、平成２５年が２２.０％であり全国平均の２１.９％

に比べ０.１ポイント高かったものが、平成２８年は１９.４％と、全国平均の

２０.２％と比較して０.８ポイント低くなっています。（表 16） 

 

表 16 喫煙率 

 平成 25 年 平成 28 年 

喫煙率 22.0％ 19.4％ 

出典：国民生活基礎調査 

    

② たばこ対策の取組 

第二期計画では、たばこ対策として、保険者が医療関係者、行政機関、教育関

係者等と協力して、世界禁煙デー及び禁煙週間を中心とした禁煙や受動喫煙防止

の普及啓発、未成年者への喫煙防止教育、禁煙支援従事者研修会の開催等に取り

組むこととしました。 

平成２５年度から平成２９年度にかけての、これらの取組の実施状況及び実績

については、以下のとおりです。 

＜大分県＞ 

世界禁煙デー・禁煙週間を中心とした禁煙や受動喫煙防止普及啓発及び講演 

等を計６９回行いました。 

また、禁煙支援従事者を対象として資質向上研修会を計４回開催しました。 

＜大分県・市町村＞ 

保健所や市町村職員が、未成年者への喫煙防止教育を各保健所管轄地域の小

中高等学校等で計１０５回行いました。 

さらに、中津市では、平成２８年度県民健康意識行動調査結果（大分県実施）

で喫煙率が県下で１番高かったことを踏まえ、医師会・薬剤師会・市・県の連

携により、薬剤師による禁煙相談薬局、小中学校等に出向いた喫煙対策の講演

会・学習会を開始しました。 

その結果、最初の一本を吸わない取り組み、禁煙希望者の積極的サポート体

制づくりへと発展し、県内でも先駆的な取組の体制ができました。 

 

③ たばこ対策の取組に対する評価・分析 

国民生活基礎調査によると、本県の喫煙率は平成２５年男性３６.３％、女性

１０.１％でしたが、平成２８年は男性３２.８％、女性７.５％となっており、

②の取組が喫煙率の減少に寄与しているものと考えられます。 

また、禁煙相談を行った住民は１年後も禁煙が継続しているということが明ら

かになっており、県民の禁煙意識の向上や、薬剤師等による禁煙支援が有効であ

ったと考えられます。 

     
④ たばこ対策に向けた課題と今後の施策について 

本県においては、第二期計画で定めたたばこ対策の取組は、一定の成果をあげ

ることができました。 

また、②の一部保険者の取組は、喫煙防止対策・防煙対策・禁煙対策として有

効であると考えられることから、このような取組も参考にしつつ、各保険者の状

況に応じ、取組を推進していくことが必要です。 
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２ 医療の効率的な提供の推進に関する目標及び施策の進捗状況 

 

（１）医療機能の強化・連携等を通じた平均在院日数の短縮 

① 平均在院日数の短縮状況 

平均在院日数※６短縮のためには、急性期をはじめとする医療機能の強化、病

院・病床機能の役割分担・連携の推進、在宅医療の充実等を内容とする医療提供

体制の整備及びできる限り住み慣れた地域で生活を継続することを目指す地域

包括ケアシステムの構築に取り組む必要があります。こうした取組が進むことに

より、患者の病態に相応しい入院医療が確保されるとともに、在宅医療や介護サ

ービス等との連携が強化され、患者の早期の地域復帰・家庭復帰が図られること

が期待されます。これらのことを通じて平均在院日数の短縮が見込まれます。 

これらのことを踏まえ、国は平成２９年までに、平均在院日数（全病床（介護

療養病床を除く。以下同じ。））を２８.６日まで短縮することを目標として定め、

第二期計画では、大分県医療計画における基準病床数等を踏まえ、平成２９年に

おける平均在院日数を３１.６日（平成２２年より３.７日短縮）に短縮すること

を目標として定めました。 

本県の平均在院日数は平成２８年実績で、３２.０日となっており目標達成が

見込まれますが、全国平均（２７.５日）より４.５日長く全国１０番目の長さと

なっています。（図８） 

また、平成２８年の平均在院日数について病床の種類別に見ると、一般病床１

９.２日、精神病床４１５.２日、療養病床１１２.５日となっており、平成２４

年と比較して一般病床は１.４日、療養病床は１８.５日短縮された一方、精神病

床は３.０日長くなっています。（表 17） 

 

表 17  病床の種類別の平均在院日数 

                             出典：病院報告（各年 10 月 1 日現在） 

                                       
※６ 平均在院日数 病院に入院した患者の１回当たりの平均的な入院日数を示すものであり、その算

定にはいくつかの考え方がありますが厚生労働省において実施している病院報告

においては、次の式により算出することとされています。 

 

                  調査期間中に在院した患者の延べ人数 

    平均在院日数＝       

           （調査期間中の新規入院患者数＋退院患者数）÷ ２ 

 

年次 全病床 

全病床 
（介護療養
病床を除

く） 

一般 
病床 

精神 
病床 

感染症 
病床 

結核 
病床 

療養 
病床 

介護療養
病床 

平成24年 34.9 34.2 20.6 412.2 - 70.3 131.0 180.3 

平成25年 34.2 33.6 20.2 402.1 - 83.0 137.0 194.9 

平成26年 33.6 33.0 19.8 400.1 - 93.6 137.8 211.1 

平成27年 32.8 32.2 19.4 373.0 - 99.7 120.2 221.7 

平成28年 32.6 32.0 19.2 415.2 - 101.7 112.5 207.6 
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図８ 平成 28 年都道府県別平均在院日数 

（全病床（介護療養病床を除く）） 

 
 

② 平均在院日数の短縮に向けた取組 

第二期計画では、平均在院日数の短縮に向けて、医療機関の機能分化・連携

と在宅医療・地域包括ケアシステムの構築の推進に取り組むこととし、以下の

取組を実施しました。 

（ア）医療機関の機能分化・連携 

・団塊の世代がすべて７５歳以上となる 2025（平成 37)年には、医療・介護

ニーズがますます増加すると見込まれることから、将来の医療提供体 制

の目指すべき方向性を示す指針として、平成２８年６月に地域医療構想を

策定しました。 

・地域医療構想では、高度急性期から在宅医療に至るまで、患者の状態に応

じた適切な医療を切れ目なく提供するため、病床機能の分化・連携の推進、

在宅医療の充実、医療従事者等の確保・養成、地域包括ケアシステムの構

築などに取り組むこととし、医療圏ごとに、地域医療構想の達成を推進す

るために必要な事項について協議を行う場として、地域医療構想調整会議

を設けました。 

（イ）在宅医療・地域包括ケアシステムの構築の推進 

＜在宅医療＞ 

・入退院時において医療機関の退院支援担当者とケアマネジャー間で情報を

共有し、入院時から在宅生活を視野に入れた支援を行うことで退院後の状

態安定と介護予防を効果的に進めるため、「入退院時情報共有ルール」を

平成２８年度までに全保健所（医療圏）で策定しました。 

全国第 10位 
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・保健所の持つ広域調整機能を活用し、「入退院時情報共有ルール」の運用

等により、地域における多職種間の連携促進及び在宅療養支援のマネジメ

ント機能強化に向けた支援を行いました。 

    ＜地域包括ケアシステムの構築＞  

・地域包括ケアシステムを構築するため市町村や関係機関とも連携し、移動

支援など高齢者の生活支援ニーズに応えるための多様な主体によるサービ

ス提供体制の充実を図りました。 

・高齢者が安心・安全に暮らせる良質な住まいの確保、要介護高齢者等を在

宅で支えるための医療・介護の連携を推進しました。 

・地域の高齢者が、体操教室などの介護予防活動に主体的に運営・参加でき

るよう、職能団体等と連携して、介護予防に取り組む活動組織の育成・支

援を行うほか、リハビリテーション専門職等を活かした、運動機能向上や

栄養改善、口腔機能向上等の高齢者の介護予防に資する取組を積極的に推

進しました。 

     ・地域ケア会議の充実と事業所や県民の理解促進などによる自立支援型ケア 

マネジメントを推進するため、地域包括支援センターの機能強化を図りま

した。 

 

③ 平均在院日数の短縮に向けた取組に対する評価・分析 

本県は、第二期計画で、平均在院日数の目標値を３１.６日と定めました。平

成２８年実績は３２.０日であり、目標の達成が見込まれる状況です。   

ただし、全国平均と比較して平均在院日数は長く、今後も短縮に向け、より一

層の取組が必要です。 

②であげた医療機関の機能分化・連携と在宅医療・地域包括ケアシステムの推

進の取組は、平均在院日数の短縮に向けた取組として有効であると考えられるこ

とから、引き続き、これらの取組を行っていくことが必要です。 
 

④ 平均在院日数の短縮に向けた課題と今後の施策について 

引き続き、在院日数の短縮に向けた取組を推進するため、医師会等との連携に

より、地域医療構想の実現を図るとともに、医療機関の自主的な取組を推進する

ための支援等を行っていくことが必要です。 

また、地域医療構想の実現に向けては、医療を受ける当事者である患者・住民

の理解が不可欠であり、日頃から自らの状態に応じて医療機関を選択する等の意

識を持って適切な受療行動をとることが重要であり、行政や医療機関、保険者や

関係者が協働して、患者・住民への啓発に取り組むことが必要です。 

併せて、団塊の世代が全て７５歳以上（後期高齢者）となる 2025(平成 37)年

を見据え、中長期的な視点に立ち、医療・介護・介護予防・生活支援・住まいの

５つのサービスを一体的に提供することにより、認知症の方も含め、高齢者が、 

生きがいを持って、健康で、安心して暮らせる地域づくりをめざす”地域包括ケ

アシステム”の更なる推進が必要です。 
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（２）後発医薬品の使用促進 

① 後発医薬品の使用促進の考え方 

限られた医療資源を有効に活用する観点から、平成２５年に厚生労働省が策

定した後発医薬品（ジェネリック医薬品）のさらなる使用促進のためのロードマ

ップにおいて、国や関係者が取り組むべき施策等が定められ、県では、平成２９

年度末までに後発医薬品の数量シェアを４０％以上（旧指標※7）とする目標を定

めました。 

調剤医療費の動向によると、後発医薬品の使用割合は、平成２９年度実績で､

５１.６％であり、平成２４年度時点と比べて２１.７ポイント増加しています。

（表 18）これは全国平均（５０.２％）をやや上回っているものの、全国２１番

目の使用割合となっています。（図９） 

 

表 18 後発医薬品の使用割合 

 後発医薬品の使用割合 

平成 24 年度 29.9 

平成 25 年度 33.5 

平成 26 年度 38.5 

平成 27 年度 42.9 

平成 28 年度 46.6 

平成 29 年度 51.6 

出典：調剤医療費の動向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
 ※７ 旧指標 後発医薬品が無いものも含む全ての先発医薬品及び後発医薬品を分母とした後発医薬

品の使用割合。 
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図９ 平成 29 年度都道府県別後発医薬品使用割合（旧指標） 

 

出典：調剤医療費の動向 

 

 

② 後発医薬品の使用促進の取組 

第二期計画においては、後発医薬品の使用促進について、ジェネリック医薬品

希望カードの配布やジェネリック医薬品差額通知の送付のほか、大分県後発医薬

品安心使用促進協議会※８を通じたジェネリック医薬品に対する県民や医療関係

者の理解促進について取り組むこととしました。これらの取組の実施状況は、以

下のとおりです。 
 

（ア）ジェネリック医薬品希望カードの配布 

ジェネリック医薬品の存在や内容を多くの被保険者に周知し利用を促すた

め、後期高齢者広域連合では、保険制度の内容を周知するために被保険者あ

てに毎年度配布する「後期高齢者医療のしおり」に希望カードを添付したほ

か、第二期計画期間中に、市町村国保は約３４万枚、協会けんぽでは約５３

万枚の希望カードを配布しました。（表 19） 
 

 

 

 

 

                                                    

※８ 大分県後発医薬品安心使用促進協議会 

患者及び医療関係者が安心して後発医薬品を使用できるよう、安心使用促進に係る環境整備等

に関する検討を行うために設置された関係団体及び受療者代表者で構成する組織。 
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（配布されたジェネリック医薬品希望カードの例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        表 19 ジェネリック医薬品希望カード配布枚数（市町村国保・協会けんぽ） 

        

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29
部数 部数 部数 部数 部数

市町村国保 50,560 55,500 66,100 82,950 82,550

協会けんぽ 103,385 103,266 114,313 102,341 106,015

保険者名

 
                          出典：国保医療課調べ  
 

（イ）ジェネリック医薬品差額通知の送付 

長期間同一の先発薬品を服用している被保険者を対象に、現在最も流通 

しているジェネリック医薬品に切り替えた場合に、自己負担額をいくら軽減

できるかを通知しました。このうち後期高齢者医療広域連合では軽減できる

自己負担額が月額１００円以上の被保険者に通知したほか、市町村国保では

軽減できる自己負担額が月額２００円以上の被保険者に通知し、第二期計画

期間中に、７,５８２万円の削減効果をあげることができました。（表 20） 
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表 20 ジェネリック医薬品差額通知による効果額（市町村国保） 

 
出典：国保医療課調べ 

 

（ウ）大分県後発医薬品安心使用促進協議会を通じたジェネリック医薬品に対す

る県民や医療関係者の理解促進 

大分県後発医薬品安心使用促進協議会が平成２９年度に県内の薬局５６

３施設を対象に行ったアンケート結果によると、患者が後発医薬品の使用を

希望しなかった理由として「後発医薬品に対する不安がある」と回答した薬

局が最も多くありました。 

医療機関等（病院・診療所・歯科診療所・薬局）に対するジェネリック医

薬品の使用実態調査を実施したほか、大分県ジェネリック医薬品採用マニュ

アルや啓発用パンフレットを配布するなど、医療機関等への理解促進に努め

ました。 

 

 
 

 

③ 後発医薬品の使用促進の取組に対する評価・分析 

第二期計画に定めた目標は達成したものの市町村ごとの使用割合（新指標※９）

を見ると大きな差が生じており、医療関係者や県民に対するさらなる啓発が必要

です。（図 10） 

 

 

 

 

 

 

                                                

※９ 新指標 後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を分母とした後発医薬品の使用割合 
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図 10 平成 29 年度市町村別後発医薬品使用割合（新指標） 

 

                                出典：調剤医療費の動向 

 

また、第二期計画にはありませんが、一部の市町村国保では、医師会や薬剤師

会と連携し、かかりつけ薬剤師・薬局が果たす役割やお薬手帳の活用について普

及啓発することにより、ジェネリック医薬品の使用促進にあわせ、処方された薬

の飲み残しや同じ効能の薬の重複服薬の防止などにも取り組みました。 
 

④ 後発医薬品の使用促進に向けた課題と今後の施策について 

平成２９年度実績における使用割合は５１.６％（旧指標。新指標では７３.

６％）であり、平成３２年９月までに後発医薬品の使用割合を８０％とする大分

県医療費適正化計画（第三期）（以下、「第三期計画」という。）の目標達成に向

け、後発医薬品使用促進の取組をさらに進めることが必要です。 
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第４章 第二期計画に掲げる施策に要した費用に対する効果（施策による効果） 

 

１ 平均在院日数の短縮による医療費適正化効果 

 

第二期計画では、平均在院日数を３１.６日に短縮する目標を達成することによっ

て、医療費の伸びは１９８.１億円抑制されると推計していました。 

平均在院日数については平成２８年実績で３２.０日となっており第二期計画策定

時の推計ツールとこの平均在院日数を用いると、医療費の伸びは１７４.８億円抑制

されるものと推計されます。（表 21） 

 

表 21 平均在院日数の短縮による医療費適正化効果 

 

 

 

 

※医療費推計ツールによる平均在院日数の短縮による医療費適正化効果の推計 

 

２ メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少による医療費適正化効果 

 

第二期計画では、メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率を、平成

２０年度と比較し１０％減少させる目標を達成することで、医療費の伸びは１０.２

億円抑制されると推計していました。 

メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率は、平成２８年実績で、５．

６０％減少となっており、第二期計画策定時の推計ツールとこの減少数を用いると、

医療費の伸びは５.７億円抑制されるものと推計されます。（表 22） 

 

表 22 メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少による医療費適正化効果 

 

 

 

 

 

※医療費推計ツールによるメタボリックシンドロームの該当者及び予備群

の減少による医療費適正化効果の推計 

 

 

 

 

 

 

平均在院日数 平成 29 年度の効果額の推計 

35.0 日（平成 23 年） - 

目標値：31.6 日（平成 29 年） 198.1 億円 

実績値：32.0 日（平成 28 年） 174.8 億円 

メタボリックシンドローム該当者及び 

予備群の減少率 

平成 29 年度の効果額の推計 

目標値：10.00％（平成 29 年） 10.2 億円 

実績値： 5.60％（平成 28 年）  5.7 億円 
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３ 後発医薬品使用割合の増加による医療費適正化効果 

 

第二期計画では、後発医薬品の使用割合を４０％とする目標を達成することによ

り、医療費の伸びは８８.８億円抑制されると推計していました。 

後発医薬品使用割合については、平成２９年実績で５１．６％と目標を達成して

おり、第二期計画策定時の推計ツールとこの後発医薬品使用割合を用いると、医療

費の伸びは１０２.４億円抑制されるものと推計されます。（表 23） 

 

表 23 後発医薬品使用割合の増加による医療費適正化効果 

 

 

 

 
出典：調剤医療費の動向 

※医療費推計ツールによる後発医薬品使用割合の増加による医療費適正化効果の推計 

 

４ 医療費推計と実績  

 

第二期計画では、医療費は適正化対策を講じなかった場合と、適正対策を講じそ  

 の目標を達成した場合とを比較し、平成２９年度は２９７億円の適正化効果額を見込

んでいましたが、実績に基づく効果額は２８３億円であり、目標達成による効果額を、

１４億円下回りました。また、平成２９年度末までの５年間で約１，００３億円の効

果額を見込んでいましたが、実績に基づく適正化効果額は約９７０億円であり、目標

達成による効果額を３３億円下回りました。（表 24） 

 

表 24  医療費適正化による効果額

36 74 114 155 198 577
1 3 5 8 10 27

71 75 80 84 89 399
108 152 199 247 297 1,003
32 65 100 137 175 509
3 4 6 7 6 26

72 80 87 94 102 435
107 149 193 238 283 970
▲ 4 ▲ 9 ▲ 14 ▲ 18 ▲ 23 ▲ 68

2 1 1 ▲ 1 ▲ 4 ▲ 1
1 5 7 10 13 36

▲ 1 ▲ 3 ▲ 6 ▲ 9 ▲ 14 ▲ 33

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度

目標値

　平均在院日数の短縮

　後発医薬品使用割合の増加

　メタボ該当者及び予備群の減少

合　計

※医療費推計ツールを用いて推計

合　計

単位：億円

　平均在院日数の短縮

　メタボ該当者及び予備群の減少

　後発医薬品使用割合の増加

　平均在院日数の短縮

　メタボ該当者及び予備群の減少

　後発医薬品使用割合の増加

合　計

実績値

差額
（実-目）

２９年度 累計

 

 

 

 

 

後発医薬品使用割合 平成 29 年度の効果額の推計 

目標値：40.0％（平成 29 年） 88.8 億円 

実績値：51.6％（平成 29 年） 102.4 億円 
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また、第二期計画で推計した適正化対策実施前の医療費と実績医療費の差は、平成

２９年度で約３４０億円となりました。（表 25）約３４０億円の内訳として、医療費

適正化効果額２８３億円以外に、第二期計画策定時に想定した医療の高度化等が想定

内でとどまったことや、診療報酬改定による減少などが考えられます。 

    

表 25  医療費推計と実績額 
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第５章 今後の課題及び推進方策 

 

１ 県民の健康保持の推進 

 

第二期計画における平成２９年度の特定健診実施率７０％、特定保健指導実施率４

５％、メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少率１０％(平成２０年度比)

の目標については、それぞれ実績との差が大きいことから、引き続き第３期計画にお

いても、実施率・減少率の向上に向けて、取組を強化する必要があります。 

また、平成３０年７月には、受動喫煙の防止に向け、健康増進法の一部を改正する

法律（平成 30 年法律第 78 号）が公布され、地方公共団体においても望まない受動

喫煙が生じないよう、受動喫煙に関する知識の普及、受動喫煙の防止に関する意識

の啓発、受動喫煙の防止に必要な環境の整備その他の受動喫煙を防止するための措

置を、総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならないものとされました。 

こうしたことも踏まえ、引き続き、第三期計画においても、たばこ対策の取組を強

化する必要があります。 

 

２ 医療の効率的な提供の推進 

 

第二期計画における平成２９年の平均在院日数を３１.６日まで短縮する目標は達

成が見込まれますが、今後も患者の視点に立って、その状態に即した適切な医療を適

切な場所で受けられることを目指すことが必要であることから、第三期計画において

は、関係者とも協力しつつ、地域医療構想に基づく病床機能の分化及び連携並びに地

域包括ケアシステムの構築等を進める必要があります。 

また、「経済財政運営と改革の基本方針２０１７」（平成 29 年 6 月 9 日閣議決定）

において、平成３２（2020）年９月までに後発医薬品の使用割合を８０％とする政府

目標が設定されたことを踏まえ、引き続き、第三期計画においても、後発医薬品の使

用促進について取組を強化する必要があります。 

 

３ 今後の対応 

 

１及び２に対応するため、住民の健康の保持の増進及び医療の効率的な提供の推進

に向け取組を加速する必要があります。第三期計画においては、①平成３０年度から

県は市町村とともに国民健康保険の保険者となったことから、医療費適正化に向け保

険者機能を発揮すること、②働き世代からの健康の保持増進が大事なことから、県が

県内の協会けんぽや共済組合などの保険者で構成する保険者協議会において中核的な

役割を担うこと、③特定健診や医療レセプトなどのデータを活用した保健事業（デー

タヘルス）を推進するといった取組を新たに記載しており、これらの取組についても、

ＰＤＣＡサイクルにより進行管理を行っていくこととしています。 
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